
作成日 ： 2025年11月10日
安全品質環境推進部　統括グループ

損害程度（品目・負傷状況） 休業見込

（損害額） （実休業） 名称 本・支店、工場

J8100255 2025/10/3 金 17:30 労災 中四国
岡山第二
物流セン

ター
派遣会社作業員 作業 46 4年6ヶ月 臀部骨折 ３０日 -

確認日 2025/10/15 水
確認者
（安全）

発生要因 再発防止対策

発生時間

■　（高さ制限）保管棚への保管高さ制限を表示し超えないように周知した（応急）。
　　　　　⇒低い保管棚へ切替する（恒久）。

■　（運用ルール変更）重量物は下段へ、軽量物を上段へ保管するように運用ルールを見直した。

■　（工具統一）高さ制限を決め、３段ステップに統一した。

■　（教育）ワンポイントレッスンシートを作成し全作業者へ教育し周知した。
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■　過去発生事故の再発防止対策において4段ステップへの統一を掲げたが
　進んでおらず、作業者は3段ステップを使用し４段目があるものと勘違いを生じたもの。

　派遣会社作業員が、倉庫3階Gロケで、ケース商品を、軽量ラック棚上に3段ステップの
脚立を使って格納する際、4段ステップの脚立だと勘違いし、踏み外してバランスを崩し
落下、しりもちをついた。

事　故　内　容営業所名 氏　名 職種 年齢 勤続
荷主・相手方

事故区分
事故

管理№
地区名事故発生日 曜日

81期 10月 重大事故 1件


